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令和８年度第１回新潟市南区地域福祉アクションプラン推進委員会 会議概要 

 

日 時  令和８年６月２日（火） 午後３時 00分～ 

会 場  新潟市南区役所 ４階 講堂 
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午後３時 00分 開会 

事務局  これより、令和８年度第１回南区地域福祉アクションプラン推進委

員会を開催いたします。 

 私は本日の進行を務めさせていただきます南区健康福祉課課長補佐

の岡村と申します。よろしくお願いします。 

 本日の会議は、会議録を作成する関係上、内容を録音させていただ

きますので、ご了解をお願いいたします。 

 それでは開会にあたりまして、南区健康福祉課の小林課長よりごあ

いさつ申し上げます。 

健康福祉課長 皆様、こんにちは。南区健康福祉課長の小林と申します。よろしくお

願いいたします。本日はお忙しい中、また蒸し暑い中、こちらの会議

にお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。 

 さて、皆さんご承知のとおり、南区地域福祉アクションプランです

が、南区における子育て障がい、高齢者介護者支援、地域づくりとい

った福祉の分野ごとに事業等の施策を取りまとめた分野別計画と、南

区内の各地域の生活課題の課題解決策を見出すために、南区社会福祉

協議会さんのもと、区民、福祉活動主体、福祉事業者などが相互協力

して策定する地区別実行計画の二つの計画を合わせたものになってお

ります。 

 現在、皆様からお集まりいただく会議ですが３期目のアクションプ

ランについて進捗等を確認いただいておりますが、このプランにつき

ましては、令和３年度から６年度の計画ですので、今年度がちょうど

最後の年となります。本日は、次第にありますとおり、次期第４期の

計画策定に向けて、私ども市と社会福祉協議会さんのほうで、今後の

策定の方針等を説明させていただく場ということで、例年、７月、８

月のもっと遅い時期ですが、早めて会議を開催させていただいた次第

でございます。 

 次期計画の内容につきましては、この後、議事の場で、担当から詳

しく説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。委員

の皆様におかれましては、それぞれのさまざまな視点で、忌憚のない

ご意見等をちょうだいできればありがたいと思っておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 結びとなりますが、日ごろから地域福祉の推進に向けご尽力いただ

いている皆様に感謝を申し上げたいと思います。また引き続き、今後

とも、だれもが安心して暮らせる地域づくりにご理解とご協力を賜り

ますよう、重ねてお願い申し上げます。本日の会議ですが、よろしく
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お願いいたします。 

事務局  続きまして、社会福祉協議の小林事務局長よりごあいさつ申し上げ

ます。 

南区社会福祉協

議会事務局長 

 南区社会福祉協議会の小林でございます。推進委員の皆様には、日

ごろから地域福祉の推進並びに社会福祉協議会の事業推進に対しまし

て、格別のご理解とご協力をいただき大変ありがとうございます。先

ほど小林課長のごあいさつにもあったとおり、現計画は今年度が最終

年となります。まさに総括の年ということになるかと思うのですが、

特に地区別計画の中でも計画に掲げられた目標をすでに達成されたも

のというのも少なくないと思っております。そのような中でも、目標

を達成し、計画期間が終了したとしても、地域には新たな生活課題が

生じているのが実情であると思っております。今後も、これらの課題

に対して対応をしていくことが求められていると思っております。 

 つきましては、私ども社会福祉協議会が音頭を取らせていただきま

して、地区別で座談会を計画させていただくこととしております。今

後、現計画の総括を行うとともに、新たな課題への対応についても話

し合っていただければと思っております。皆様方におかれましてもさ

らなるご理解とご協力をお願いする次第です。 

 結びに、本日はご多用のところ、このようにご参加いただきました

こと大変ありがとうございます。以上で私のごあいさつといたしま

す。 

事務局  それでは、本日の配付資料の確認をさせていただきます。なお、資

料の準備の都合により、事前配付ができず、本日、机上配付とさせて

いただきました。ご了承をお願いいたします。 

 それでは、配付資料でございますけれども、次第、委員名簿、座席

表、資料 1「第４期地域福祉計画の策定について」、「令和８年地区別

計画及び次期地区別地域福祉活動計画などにおける進め方について」。

以上となります。 

 不足等がある方はいらっしゃいますでしょうか。資料のない方がい

らっしゃいましたら、途中、職員にお声がけください。 

 資料の確認は以上となります。 

 次第３「議事」。ここからは、青木委員長より議事の進行をお願い

いたします。 

青木委員長 皆さまこんにちは。ここからは私のほうで議事を進めさせていただ

きたいと思います。 

 最初に、３の「議事」になりますが、（１）第４期地域福祉計画の
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策定についてということで、事務局より説明をいただきたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

事務局  南区健康福祉課の齋藤と申します。本日はよろしくお願いいたしま

す。 

 議事（１）について私から説明させていただきます。資料１をご覧

ください。資料左上の策定根拠です。社会福祉法 107 条の規定によ

り、市町村は、地域福祉の推進に関する事項を一体的に定める計画を

策定することとされており、本計画は包括的な支援体制を明確にする

「市町村地域福祉計画」と位置づけ作成することとしております。 

 黒い丸の二つ目ですけれども、次期第４期の地域福祉計画は令和９

年から令和 14年の間の６年間を期間とする計画となります。その下、

現計画についてということですけれども、資料の右側をご覧くださ

い。現計画の図を入れてあります。第３期の現計画では、市の地域福

祉計画、行政計画と書かれた囲みの中の、新潟市地域福祉計画と書か

れた部分があります。こちらは単独で作成してあります。それから、

各区の地域福祉計画と各区の地域福祉活動計画。図では灰色で囲まれ

た部分になります。こちらがお互いに補完し合う関係にあることから、

今まで一体的に策定してまいりました。つまり、現計画では、行政の

計画としては新潟市地域福祉計画、８区の地域福祉計画がそれぞれご

ざいまして、合わせて九つの行政計画があったという形です。冊子と

しては、新潟市地域福祉計画の冊子が１冊、各区の地域福祉計画と地

域福祉活動計画が一体となった冊子、南区のアクションプランの冊子

のようなものが８冊ある形でございました。 

 次期第４期の地域福祉計画についてですが、各区の計画は市の計画

として統合します。市の計画における理念や取組みの方向性は市全体

にかかるものであり、市と区それぞれの役割を明確化したうえで一体

化します。また、計画の統合に伴い、各区の地域福祉計画、地域福祉

活動計画の推進委員会は今年度末をもって廃止となります。この委員

会についても廃止という形となります。地域福祉計画と地域福祉活動

計画の関係性については、引き続き相互に補完、連携できるよう、社

会福祉協議会さんと調整を行いながら、引き続き進めてまいります。

なお、地域福祉活動計画策定のための区内各地区で行われる座談会、

先ほど社協さんからお話がありましたけれども、こちらの座談会につ

いては、これからは区の職員も積極的に参加させていただくことにな

っています。 

 市の行政計画では、現計画策定時と同様、再犯防止、成年後見制度
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２分科会を開催することになっております。次期地域福祉計画と地域

福祉活動計画の関係性を表したイメージ図が資料左側の中段のイメー

ジ図でございます。地域福祉計画は主に地域福祉を推進するための仕

組みづくりを担い、その中でも市の役割は全市的な仕組みづくり、区

の役割は地区計画、各地区の福祉活動への伴走支援ということを今後

明確にして、区のほうは各地区での福祉活動の取組みを支援していく

形になります。図のピンク色の部分、地域福祉活動計画は住民の皆さ

まの具体的な活動の方針づけということで、引き続き変わらないとい

うことです。 

 今後のスケジュールについてなのですけれども、資料裏面をごらん

ください。こちらが今年度のスケジュール（案）となります。本日が

表の真ん中あたり、赤文字の第１回の推進委員会です。後ほど社協さ

んから詳しくお話があると思いますけれども、地区別計画については

引き続き策定してまいりますので、そのための地区懇談会ということ

で、６月から７月、例年どおりの第３期のアクションプランの進捗管

理ということで、推進委員会を８月、次に、次期の地区別計画を議題

として第３回ということで 10月ごろ、最後に第３期現計画の締めくく

りとして第４回の推進委員会を予定しており、統合後の新しい第４期

の新潟市の地域福祉計画・地域福祉活動計画の冊子については、第４

回の委員会をめどに配付予定となっております。 

 簡単ですが、私からは以上となります。よろしくお願いいたします。 

青木委員長  ありがとうございました。今ほどの説明に関して、委員の皆様方か

ら何かご質問、ご意見等がございましたらお受けしたいと思います。

記録の関係上、所属とお名前を述べてからご発言をいただけると、あ

りがたく思います。いかがでしょうか。 

 冒頭、事務局から、本日この事前送付ができずに机上配付というこ

とで、皆さん、今日着座されてから初めてお目通ししたお話かなと思

いますが、どういった観点からでもけっこうでございますので、ご発

言をいただけるとありがいです。 

町屋委員  大通コミュニティ協議会の代表として来ております町屋と申しま

す。 

 今回、変更点ということで説明がございましたけれども、真ん中ほ

どに、「『孤独・孤立支援』、『身寄りのない人への支援』という視

点も考慮し、状況に応じた施策を反映させる」と書かれているのです

が、これは、健康福祉課のどちらの係が中心になってやってくださる

のでしょうか。 
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事務局  こちらなんですけれども、新潟市の地域福祉計画の推進委員会の中

で、議論するという形なんですけど。本庁の担当課と言うと、おそら

く福祉総務課となります。 

町屋委員  南区では、どちらの方の係が窓口になるんですか？すみません、今

回、新しい計画につきましては、地域別福祉計画というものが、いわ

ゆるなくなり、市のものに 1 本化されるということで、特段区の方

で、この部門についての窓口になって計画を策定をするというような

ことは、特に割当が与えられているわけではございませんで。 

 

事務局  こちらですけれども、新潟市の地域福祉計画の推進委員会の中で議

論する形ですけれども、本庁の担当課といわれると、おそらく福祉総

務課の所管で計画されるものと考えております。 

町屋委員  南区ではどちらの係が窓口になるのですか。 

事務局  新しい計画につきましては、区の地域別福祉計画というものがなく

なり、市のものに一本化されるということで、特段、区のほうでここ

の係がこの部門についての窓口になって計画を策定するといったこと

は、特に区のほうに割り当てが与えられているわけではございません。

あくまでも市の計画として策定されていきますので、市の本庁の部署

のほうでこちらに関するさまざまな制度と施策といったものを計画に

反映させていく形になります。 

町屋委員  ６年間実施されていくわけですよね、計画について。地域で民生委

員をさせていただいているのですが、前回の６年間というのはコロナ

禍に入りまして、非常に対応に、それこそ無償でしたので、逆にコロ

ナの予防接種を高齢者の一人住まいの方は本当に対応するのに苦慮し

ました。今はそういったこともありませんので、今のところは落ち着

いておりますが、こういった内容を計画しましたといって市が出され

て、だれが実施されるのか、何か相談したい場合はどこに相談するの

かも分からない計画を立てられて、私ら市民はどういった形で対応し

ていくのかということを、そうでなければ意味がないのではないでし

ょうか。 

事務局 こちらの市の政策は、実際に市が行ういわゆる制度、施策を策定され

たものが載ります。実際の制度を使っての相談窓口になるのは、やは

り区になりますので、例えば身寄りのない方への支援等であれば、高

齢者であれば、高齢介護担当だとか、生活困窮であれば保護係だとか

というふうに、健康福祉課の各係で担当していき、場合によっては、

健康福祉課だけではなく社協さんとも連携しながら、個別のケースに
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は対応していきますので、相談の窓口自体というのは今までどおりと

いうことになります。あくまでも制度を作るのは本庁のほうになりま

すので、それに基づいて我々が事業なり相談対応を行い、その結果に

ついて進捗管理という形で市のほうに何件相談を受けたとか、何件対

応したというようなことを報告して、市全体で進捗管理を行っていく

ような形をイメージいただければと思います。 

町屋委員  身寄りのない人への支援ということの対応を、見えていることは見

えているのです。ただ、対応するのに、実際に動くのは、私ら末端の

人たちなのです。今、課長が高齢介護係とおっしゃいましたけれど

も、今まで私は高齢者介護係に何度も相談に伺いましたけれども、個

人情報保護ですからということで対応の内容すら話せませんでした。

ちなみに、夜間、それこそコロナの時ですけれども、注射した後、高

熱が出ましたのでということで、一人でついて行って、救急医療セン

ターにも走ったこともありました。 

 だから、そういったことを黙っていると分からないと思いましたの

で、高齢介護係にも報告に行きましたら、そういったことは絶対にし

ないでくださいと逆に怒られて指導を受けました。そういったことが

必ず、年に何回か実際に末端ではあるのです。ですけども、身寄りの

ない人への支援という言葉だけがひとり歩きされていったら、動く人

たちは逆に、高齢介護係のほうに、課長さんが、民生委員が来たとき

は内容を聞いて、本当に法律に触れることであれば話さないでいいけ

れども、ただ、私らも法律に触れるようなことは理解できています、

申し訳ないのですけれども、頭から、行った段階で、話を出した段階

で個人情報保護、苗字を出した段階で個人情報保護ですから、 

相談になりませんので、私らは法に触れない限りといったらあれなの

ですけれども、結局、報告に行けば絶対にしないでくださいというこ

とですから、そうですよね。一応、お金もらったりはしていませんか

ら、白タクなんていうのには触れておりませんが、他人を乗せて、万

が一事故でも起こしたらどうされるのですかということで何度も指導

を受けました。でも、夜中なので、そんなことも言っていられないと

いうことで対応はしてきました。 

 でも、今のお話ですと、やはり高齢介護係か保健師さんになるのだ

と思うのですけれども、保健師さんもお忙しいからということで、ほ

とんどすみませんけれども、確かに話は、保健師さんのほうが逆によ

く話は聞いてくださいますが、対応はやはり自分たちでしなければい

けないという判断をしなければいけないのが今の現状ですので、その
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辺を踏まえた計画を立てていただけますと助かります。 

青木委員長  今、町屋さんがおっしゃりたいのは、この後、議論が出てくるかど

うか分かりませんが、皆さん、先ほど事務局からご説明を受けて、今

後、この会がどうなるかとか、計画はどうなるかということは、今、

説明を受けてまずご理解いただけましたでしょうか。それに関して、

皆さんがどう思われるかということを、私から問いかけたいと思うの

ですけれども、どなたからでもけっこうです。この会は今年度いっぱ

い、令和８年度で、要は役割を終わっていらなくなるのだという、平

たくいえばそういうことです。皆様方は地域の代表として、よろしい

かどうかということを問いかけたいと思います。いかがでしょうか。 

 ご発言がなかなかないようなので、僭越ですが、委員長の立場で少

しお話をさせていただきます。お聞きいただきたいと思います。 

 今日、皆さま方に机上配付されたこの資料を、私は５月の段階で、

当然ですけれども、説明を受けて聞いております。実はこの話は５月

以前なんかよりもずっと先、ずっと昔です。まあ、いつかといわれる

と記憶がありませんけれども、少なくとも１年以上前になりますが、

いわゆる新潟市の地域福祉計画と地域福祉活動計画というのは、新潟

市は政令市ですけども、これまで各区ごとで一緒になってやってきた

のです。今度、これを離して、新潟市は新潟市、社協は社協それぞれ

でまず作って、それを連携させようということで、区の計画は作らな

いという判断を今回新潟市はされたのです。 

 ですから、私が今これから言うことで、このやり方そのものが土台

からひっくり返るということは恐らくないのだろうと思っていますの

で、あえて言うところもあるのですけれども、私の立場からすると、

極めて残念であります。なぜかというと、これまで皆さんと、私もそ

うですけれども、この委員会をどういった位置づけでやってきたかと

いうと、少なくとも区役所でやっている保健と医療と福祉の分野の、

いわゆるさまざまな活動とか、区役所の職員さんがどれだけ頑張っ

て、何をやっているかということが全部一覧表になって、１年にいっ

ぺん我々が点検をしてきたわけです。それに加えて、社協は各地区社

協、コミュニティ協議会を中心としながら、地区でどのような福祉活

動が行われているかということも、全部我々は見てきたわけです。そ

れを計画として盛り込んで、我々が点検したり、意見を言いながら評

価をしてきたということが、今後なくなるということなのです。 

 なぜ私がこのようなことを言っているかというと、実は私は、お隣

の西区の推進委員会の委員長を兼ねてやっているので、私は２か所を
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比較して見られる立場にあるのです。１年以上前からこういった動き

があったということを先ほど言いましたけれども、私は以前からずっ

と市役所の福祉総務課のほうに、これはおかしいと。区役所と区が一

緒になって、区社協と一緒になって計画を作るというのは極めて重要

なことであって、これはある意味、新潟らしさの部分でもあるので

す。 

 実は私もともと社会福祉協議会の職員で、出身は豊栄です。今日、

皆様方は旧白根と味方、月潟に住まいの方がほとんどだと思うのです

が、20年前を思い出してください。合併する前です。大同小異で、要

は白根と味方、月潟、それぞれの自治体をまずは廃止して、大新潟市

で一緒になったわけです。私もそうです。旧豊栄を捨てて新潟市と一

緒になったのです。そのときもどのようなスローガンを掲げたかおぼ

えていらっしゃいますか。分権型の政令指定都市と言っていたのです。

それこそ分権、各区ごとにいろいろな権限や、いろいろな取り決めを

区でみんなで決めて、区で動かしていきましょうということを決め

て、それに期待をして、13市町村は自分たちの市町村を廃止して、新

潟市と一緒になったのです。 

 それが 20 年経って、今は何ですか。それこそ、また中央集権化し

て、新潟市に全部権限や機能をまとめようとしているということが、

１年半ぐらい前から動きが分かって、いろいろな場面で、福祉総務課

のほうに私は進言をしてまいりました。だけれども、一介の大学の教

員がわーわー言ったところで、いわゆる覆らなかったのです。なかな

か福祉総務課のご判断がずっと出てこなくて、それこそ南区の担当の

係長さんや、西区の係長さんにもいろいろ聞きましたけれども、よう

やく今回出てきたのが、今、皆さんの机上にあるこの図であります。

ですから、非常に残念、無念ということであります。 

 ちなみに、政令指定都市というのは我が国 20 か所あります。この

ように区と区社協が一体となって作っているケースのほうがむしろ少

ないのです。新潟市は、どうしてもやはり大多数のほうに流れる傾向

があるし、やはり一番大きいのは、区役所の職員さんの負担の軽減と

いう部分が多分あるのだと思います。毎回、皆様方のお手元に資料に

が、各区ごとにさまざまな取組みを全部一覧表に直したものを調整し

て我々にお示しいただく。ああいった膨大な作業労力を軽減させると

いう意味では一つの効果はあるかもしれませんけれども、ですが、区

で取り組んでいく地域福祉活動や区役所の取組みなどを年にいっぺ

ん、２へんでも、区を代表する皆様方と一緒に共有しながら区の福祉
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を盛り立てていくということが私は本質だと思って、これまでこの役

割を引き受けてまいりましたので、かえすがえすでございますが、極

めて残念だと思っています。 

 まずはそのようなことを私から発言をさせていただいて、いや、そ

れは違うのだと、行政の効率化が大事なのだというご意見もあるでし

ょうし、私の発言に関して賛同いただける人もあるかと思います。と

はいえ、議事という項目ではありますけれども、ここで南区全体で反

対だといっても、おそらく８区の中ではすでにこれで動き始めている

ようでございますので、これが大きく変わるということは、おそらく

期待は持てないかと思います。ということで、委員の皆様方はどう思

っていらっしゃるのか。ここは議事録で残しますので、南区の皆様方

の意見を少なくとも本庁に何かしらの形で伝えていただきたいという

部分もありますので、反対、賛成を含めて、何かご発言をいただける

とありがたいのですが、いかがでしょうか。 

本間委員  子育てオーエンジャー☆みなみという団体から出させていただいて

おります本間と申します。 

 子育てオーエンジャー☆みなみというのは、南区独自の子育て支援

の団体になっているのですけれども、今のお話を聞いておりますと、

こういった独自の活動っていうのは、今後難しくなっていくというこ

とでしょうか。全部新潟市に集約されるというか、統一されると、同

じような活動をみんながやっていく。私は子育てのことをやっている

ので、そこの部分しか分からないのですけれども、私たちの活動はど

うなるのかなというのが、今お聞きして、正直なところ思っているの

ですけれども、今の先生のおっしゃっていることと違っているのかも

しれませんが。 

青木委員長 違っていません。そういった南らしい独自の活動をされているもの

が、この計画づくりのところで、意味ね、計画づくりがなくなること

によって活動がうまくいかなくなるかもしれないというご心配ですよ

ね。例えば活動する予算がつかなくなるかということもご心配ですよ

ね。 

本間委員  そうです。私たちが活動させていただいて今年で 14年目になるので

す。いろいろ育成していただいて、活動の資金をお願いして、それで

やっと皆さんに周知していただけるようになって、活動がしやすくな

って、次の世代の人たち、今、広場に参加しているお母さんたちが私

たちの活動に賛同して、仲間になってくれているといういい循環が生

まれて、よかったなと思っているところなのです。講師の先生のご指
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導をいただいたりですとか、地域の皆さんへの活動報告会などを行っ

て、いろんなご意見をいただきながら、私たちの活動もそのときに応

じて変化させながらやってまいりました。今、また新しい試みをやっ

てみようという形で、今年度も実施できるかなと思っているところな

のですけれども、それにはやはり区の支援がとても重要で、みんなの

安心安全ですとか、やはり資金面でもそうですが、区が支援してくれ

ている団体というと、参加する方も安心して来てくださいますし、私

たちスタッフもそういった面ではすごく安心して活動ができる場にな

っているのですけれども、どうなるのかなというところが、今は心配

なところではあります。 

青木委員長  今の質問に関して、今答えられる範囲でけっこうですが、課長から

お願いできますか。 

事務局  区の計画がなくなるからといって、区独自の事業がなくなるという

わけではございません。南区の区ビジョンまちづくり計画というもの

がこれとは別にありまして、そこにはもちろん、区の実情に沿った福

祉活動の事業は盛り込まれておりますし、皆さんご存じのとおり、合

併した後も、８区それぞれ区によって人口だとか都市部、農村部とい

った地域性もまったく違いますので、区ビジョンというところでしっ

かりと区でやっている福祉の事業も進捗管理をしてまいりますし、必

ずしも冊子が市のもの１冊になったからといって、地区の事業をやら

なくなるということではまったくございませんので、その辺はご安心

いただければと思います。 

 予算についても、冊子が１冊になったから全部吸い上げられるとい

うわけではございません。私たちも、それぞれ地域の実情に応じた施

策は大事だと思っています。今、オーエンジャーとして活動されてい

ることも非常に南区にとっても大事なことだと区長も申しております

ので、やめるとか、すぐになくなるとかという判断は、今段階ではい

たしませんので、その辺はご安心いただければと思います。ただ、や

はり時代の流れというものもあります。新潟市は合併して 20 年経ち

ました。その間に災害があったりだとか、人口減だとか、社会情勢も

変化している中、市の財政的なことも年々変わったりといったものも

踏まえて、そこも考えながら、すぐやめるとかそういった判断はしな

いようにはしております。あくまでも、南区の皆さんがいつまでもこ

の地域に住んでいたいと思われるような地域づくりに区としてもさま

ざまな事業で取り組んでいく。それについては、区ビジョンまちづく

り計画のほうで、福祉の部分も含めて進捗管理をしていくということ
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ですので、ご理解いただければと思います。 

青木委員長  そのようにどのようにというのは、これまで計画の中に位置づけさ

れている計画そのものがなくなることによって、自分たちの活動が衰

退していくのではないかという心配だったわけです。今、明確に課長

からご答弁ありましたので、これは続けられるということでご安心い

ただいてかまわないかと思います。 

 ほかはいかがでしょうか。 

阿部委員  臼井からまいりました阿部と申します。よろしくお願いいたしま

す。 

 上からおりてくる計画が、具体的に私らがコミュニティで行動する

中でどう変わっていくかがイメージできないです。去年と今年、今、

コミュニティの事務局が心配しているのが、花いっぱい運動ですと

か、あいさつ運動ですとか、いろいろやっていたのですけれども、今

まで２回とか４回だった活動が、今度、何回以上やらないと予算がお

りませんから、活動が難しくなったといってぼやいていたのです。じ

ゃあ、やり方をどう変えていこうかとか、そのような話を今コミュニ

ティの活動をしていて、私もどういった変化が起きているのかまでよ

く分かっていないのです、会の中にあまり深く食い込んでいないので。

こういったハードルが上がる、何回以上やらなければ活動がしづらく

なるというのが見えていないのですけれども、こういうことというの

はあるのでしょうか。話が横道に逸れてしまって申し訳ないのですけ

ども。 

事務局  健康福祉課からの助成ではないのでしょうか。 

阿部委員  申し訳ありません。健康福祉のところまで私も見ていないのですけ

れども、これから多世代交流だとか、いろいろなことをやらなければ

いけないのですけれども。 

事務局  おそらく、各地域の活動については社協さんが地区別になるのでは

ないかと思うのですが、いわゆる市の補助金の段階が変わってくるの

かというお話でしょうか。 

阿部委員  具体的に現場でどう活動が変わるのかが見えてこないので。毎年や

っていることは、このアクションプランに全部入れてあるのですよ

ね。皆さんにしてみれば、今、社会福祉うんぬんに特化した話をされ

ているところで、私が脇道に逸れたような発言をして申し訳ないので

すけども、計画そのものが区ごとでなくなってくるとなってきたとき

に。各地区のコミュニティの活動内容にどう影響してくるのかが、今

この話の説明だと見えない。 
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事務局  阿部さん、ありがとうございます。臼井の地区別計画のところで、

花いっぱい運動の開催が入っていて、これをやって、地区別でつなが

りを持っていくというのはもちろん計画に入っていて、そういった多

世代の交流の事業は、おそらく地別のアクションプランとか、今後の

地区別のこれから説明する計画とかには載ってくるとは思うのです。

お金等のやり方については、今言った、どこからお金が捻出されてい

るかというところは、うちの地区社協のほうの助成金では、おそらく

臼井のこの活動ではなっていないのかなと思っているので、そのあた

りが、先ほど言った、回数が増えることによって金額が出てくるとい

ったところまでは把握はしていないところであります。 

 それは今後、おそらく今お話ししたとおり、区ごとの計画が上がっ

てきたときに、いろいろな助成金とか、そういったのが減ってくるの

ではないかというのは、それこそ行政のほう等もあります。あとは、

我々のほうと相談していただくと、例えば地域のふれあい事業とか、

それは別枠のところで新たに事業にひもづけて助成金が出せるかと

か、そういったことは社協にご相談していただければいいのではない

かと考えております。返答になっていますか。 

阿部委員  なかなか難しいところですよね。ほかからの財源ですからね。 

本間委員  ‥‥計画の後に臼井が‥‥。 

事務局  そうですよね。この事業は、アクションプランのところに載ってい

る事業の回数を何回やるよとか、年に１回とかやっている部分の助成

金がおそらく、行政のどこか知らぬところから出ているのだと思うの

です。それがおそらく、今、健康福祉課のほうでは把握しきれないと

ころの助成金なのだろうと思っていて、うちのほうもそこは出ていな

いので。ただ、それが今後、区ごとの計画がなくなってきたときに、

今、オーエンジャーの方がお話ししたのと同じように、地区に振り分

けられる助成金が変わってくるのではないか、減るのではないかとい

うことですよね。 

阿部委員  助成金もそうなのでしょうけれども、ルール、枠組みがどう変わる

のかが全く見えない。計画がこう変わります。区ごとではなくて、新

潟市全体で組んだ計画がこうなります。それがブレイクダウンしてき

たときにルールが変わってしまって、去年までやってきたことが、今

年できるの、できないのということが我々現場の側からすると見えな

い。その辺はどうですかと意見を聞かれても、何がどう変わるのとい

うのが我々にはイメージできないのです。変な質問で申し訳ないので

すけれども。 
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事務局  健康福祉課の齋藤ですが、お話しいただいているのは、地区別で、

地区で行われている事業ということなので、今回説明させていただい

たのは、区の行政計画が統合されるという話で、地区別で計画されて

いるものについては、引き続き各地区で行なっていきますし、市のほ

うもサポートしていくということなので、事業自体については変わら

ないということです。計画自体は、行政計画は統合されるのですけれ

ども、各地区の計画は引き続き行っていくので、ただ、お金がという

のは、おそらく、ここの場で議論している事業の中にはない事業なの

で、それは今回のお話とは別のところなので、引き続きされていくの

だとは思いますが。 

阿部委員  すみません。マクロの話をしてしまったので、なおさら噛み合わな

くなったかと思うのですけれども、私らが全体でいくつもやっている

花いっぱいではないけれども、たまたま二つですけれども、いくつか

やっているわけです。来年、来期の８月に組むときに、何と何ができ

て、何と何ができなくなるのかということがイメージできないという

ことだけ申し上げたいと思います。話を混乱させて申し訳ありません。 

青木委員長  この計画で直接所管しない活動だったかもしれないけれども、た

だ、市の計画が一本化することによって、勝手に市のルールに変わっ

てしまって、末端で活動している人たちがよくわからない中で物事が

決まってしまうみたいなところの心配をおそらくしていると思いま

す。 

 あとは、先ほど町屋さんが言っておられた、身寄りなし問題であっ

たり、孤独・孤立支援に関することなどは、先ほどもお話したとお

り、例えば区でいうと、どこの部署がそれを担当しているかみたいな

ことが、今までは分かるわけです。計画の進捗を管理していく中で。

それが市に全部一本化されることによって見えにくくなるということ

は間違いなくあるかなと私は思っています。 

 時間がだいぶ経過していますけれども、もう一方、二方ぐらい何か

ご発言いただけないでしょうか。 

古川委員  庄瀬の推進委員の古川と申します。 

 私の理解が乏しいというか、皆さんと似たようなことなのですけれ

ども、６、７月の計画のところの四角の中に、「注意すべきは『福祉

の計画』だということ」、「地域活性化の案ばかりが出るのは違う」

とあるのですが、私が実際に地域の計画を立てていくうえで、先ほど

地域の計画の実施は今までどおり変わらないとおっしゃって、課長

の、地域に住み続けたいという地域づくりを今までどおり進めていき
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ましょうという話があったのですが、私の理解では、例えば庄瀬では

地域の活性化を一生懸命頑張っているところに、例えばそれが５割だ

ったとして、ひとり暮らしとか福祉のいろいろな問題に関しても、例

えば５割、５割だったのが７割と３割くらいにするとか、福祉の面の

ウエイトをたくさんにして、地域活動の計画をいくつかに絞りなさい

といったように私が何か理解してしまったのですけれども、その辺の

計画を立てる上での今後の考え方をお聞きしたいです。 

事務局  これは行政のほうで出てきたところなのだと思うのですけれども、

これから、この地区別計画を策定するにあたって、地域の方々と社会

福祉協議会で一緒に伴走しながらやっていけたらいいかなと思ってい

ます。これから説明するところは、計画の立て方なのですけれども、

具体的にこうやっていくというところが出てきたときに、６か年の計

画なので、割と大きめな計画案みたいなものを作りながら、単年度

で、先ほど言った、活性化といいますか、個別でこういったことに取

り組んでいく視点で策定していこうかというのは、一応、社協のほう

では考えておりまして、それはまた地域の人たちと一緒に話しながら

やっていければと思っています。 

 こちらの部分の表現では、多少分かりづらいかなというところも感

じたところですが、これからそのようにやっていければいいし、庄瀬

が一生懸命やっている細かい活性化の活動がひいては全体の計画の案

の目標達成に向かって実施しているというところでは、日ごろの単年

度の計画では十分に評価を感じているかなというところになっていま

すので、そのような感じで思っています。 

青木委員長  すでに地区別計画のところに話がいっているので、先に進めさせて

いただきたいと思います。続いて、議事（２）の令和８年度地区別計

画及び次期地区別地域福祉活動計画などにおける進め方についてとい

うことで、事務局から説明をお願いいたします。 

事務局  こちらにつきましては、社会福祉協議会の後藤と申します。説明さ

せていただきます。 

 私のほうの資料は、資料２というパワーポイントで作ってある資料

と、Ａ３の資料が二つあります。冒頭開始のときに、皆さんのところ

に地区別の担当の推進の方には封筒で、講座のご案内と、これから調

整させていただく座談会の調整ということで入れさせていただきまし

た。 

 １枚おめくりいただければと思います。今後の地区別の会議の進め

方についてということで、添付したＡ３さんの縦長の３月からと書い
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てある資料も併せて見ていただければと思っています。これは全体の

スケジュールのところになっております。先ほどの行政側のものと少

し重複している部分もあるかと思いますが、よろしくお願いします。

まず、６月のところでは、本日、推進委員会ということで会議をして

おりました。その後、６月から７月にかけて座談会というところで、

地域の方々との会議をさせていただきたいと思っていますので、その

調整のお願いになります。 

 この会議ですが、これは地域ごと集まりによって変わってくるかと

いうところもあるのですけれども、まずは今年度、例年やっている打

ち合わせ会、今年度でいえば、８年度の取組み、これについてお話を

していただくということと、併せてご一緒に、日程だけ調整ができれ

ばというところもありますし、また、別に調整したほうがいいという

ところは、地区担当の者とお話しさせていただきたいと思うのです

が、プラス今話し合っている令和９年度の地域福祉活動計画の立案に

向けた会議も併せて実施させていただきたいと思っています。 

 令和９年度に向けた会議内容について、地区によっては、いつもの

会議よりも参加人数といいますか、いろいろな専門職の団体とかが入

れたら入ったほうがいいのではないかと。多少人数がプラスになる部

分があろうかと思います。これは推進の方々が、それぞれの地域のほ

かの仲間の方々とも相談したりですとか、地区の担当の者と少し相談

しながら選出をしていただければと思っています。今ほどお話しして

いたこの会議に、今後、行政も一緒に参加して、伴走してやっていき

たいというのが、先ほど齋藤係長からお話しした内容になります。こ

れらの二つの会議やると、見込みでいうと、長いと２時間半ぐらいか

かってしまうかもしれないと思うので、それが地域にとって半分に分

けたほうがいいかなとか、そのあたりも含めてご相談をしていただく

という流れになっております。 

 １枚めくっていただきたいと思います。座談会の進め方ということ

で、パワーポイントの資料を示させていただいています。これは今お

話しした前年度の振り返りと、次年度の引き継ぎから本年度の取組み

について書いてあります。２番目のところ、次期計画立案に向けた意

見出しということで、皆さんにカラーの紙を用意させていただきまし

た。これが、座談会をやるうえでグループワーク的なことをやろうか

と考えていて、この司会進行は社会福祉協議会で実施しながら、記録

とかいろいろなサポートに行政の担当の方々に入っていただきながら

やろうかと思っています。これはちょっと見ていただいていというと
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ころで、地域の強みとか、地域における課題、６年先を見据えたご意

見などを出していただいて、今後、計画の柱、根幹となる部分が上が

ってきた中でまた整理整頓できていって、計画ができていければいい

かと考えています。６月から７月くらいの間に一緒に計画を立ててい

きたいと思っています。 

 そして、８月、９月といったあたりに、その内容とか、これはもう

１回話をしたほうがいいよねとか、整理する期間をおいて、10 月ぐ

らいには、先ほど行政のほうも予定していましたが、第３回の地域福

祉アクションプラン推進委員会の場で、来年度以降の６か年度の地区

別の地域福祉計画がこのように出来上がりましたというところを皆さ

んで紹介し合えたらいいかなと考えています。これが一連のスケジュ

ールとなっています。 

 おそらく行政のところになってくると、12 月ぐらいにパブリック

コメントを発信するといった予定になっていますので、およそこの地

区別の計画というのは、こういったような流れで、11 月まで整えて

というふうになってきているところです。 

 最後をめくっていただきたいと思います。最後のスライドです。令

和９年度に向けてというところです。今ほど、青木委員長から、今

後、こういった話し合いの大事な場というのはうどうなっていくのか

ということを考えて、いろいろご意見をちょうだいしていました。第

４期の我々の視点でいう地区別の地域福祉活動計画の推進実施に向け

ては、継続して計画策定の進捗管理であるとか、地域での皆さんの実

践評価、取組みという地域づくり、皆さんとともに、皆さんが中心に

なっている地域福祉活動計画は継続していくことだろうと思っていま

すし、実際、そういう計画をやっていきなさいということですので、

我々の今の思いとすると、こういった皆さんの声を聴く場、そういっ

たものはとても必要で重要だと考えておりますので、今後とも引き続

き、呼び名は今、この資料では、「南区地域福祉アクションプラン推

進委員」、これはそれぞれ 12地区の代表と書いていますが、活動及び

協力を次年度以降もお願いしたいと思っています。 

 これは、以前は行政のほうから、それぞれのコミ協の会長等にお願

いして、推進委員会委員の推薦ということで依頼が上がってきたもの

だと思いますが、そういったところをベースにしながら、今後は区社

協のほうで、令和６年２月に南区健康福祉課が発信した推薦依頼の文

書の内容を基にしながら、お願いにあがりたいと感じているところで

す。そこで皆さんが、他の地区はこういう活動をしている、こういう
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ふうに進捗管理できるという情報交換を実施することができて、南区

全体としての地区別の計画、実施内容の情報交換といいますか、確認

作業ができていけたらいいのではないかと考えているところです。 

 最後にお願いになります。こちらの計画スケジュールのところに、

下から３番目、コミ協・地区社協会長会議、青木先生よりレクチャー

ということで書いております。皆さんのお手元の封筒に入れさせてい

ただきました。我々社会福祉協議会は、地域福祉活動計画を今年度の

重点事業として位置づけています。あらゆるいろいろな場面で、地域

福祉活動計画の理解啓発を進めていきたいと考えているところで、今

年度６月 23 日にサルナートの５階の万葉の間で、例年、コミュニテ

ィ協議会の会長と、地区社協の会長とセンター職員が会議を実施して

おります。こちらのほうにすでにいろいろな役をされていて、そうい

った会議にも出てくださっている方々も多くいらっしゃるかなと思っ

ています。 

 その会議の中で、３時から会議を行うのですが、４時から、今、委

員長をしていただいています青木先生から、「改めて学ぼう地域福祉

活動計画とは」と題した講座を予定しております。地区別の推進委員

の方々にも、今一度、以前、活動計画のご説明がおそらく行政からあ

ったかなと思うのですけれども、今一度そういった学びの機会もいい

かと思いますので、ご都合がつけば参加していただければと思ってお

りますので、返信の書類が入っていますので、よろしくお願いしま

す。中には、役員をやっていらっしゃっていて、３時から会議をお願

いしている方もこちらも参加の方がいらっしゃいます。その方々は３

時にお越しいただければと思っていますので、よろしくお願いしま

す。 

 併せて、今言った地区別の計画の計画打ち合わせがすごくタイトに

なってきて大変申し訳ないのですけれども、今回、会議の打ち合わせ

を座談会と私たちは呼ばせていただきますが、その調整の用紙も入っ

ておりますので、併せてお願いしたいと思っています。今、このよう

に動いて、それぞれのアクションプランの推進員の方にお願いしてい

るのだというのは、このサルナートで行われるコミ協・地区社協のそ

れぞれの会長の方々にもご協力、ご尽力いただいているということも

あわせてその場でも説明させていただければと思っていますので、よ

ろしくお願いします。 

 私からは以上です。 

青木委員長  ありがとうございました。今ほどの説明に関して、何かご質問、ま
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たご意見等はございますでしょうか。 

 ご理解いただけましたでしょうか。今あるこの会議は、今ある計画

の評価までで終わるということを先ほどお話をしました。ですが、各

地区ごとの計画づくりの評価の会議は残るという考え方でしょうか。

別な形でまた作り直すということですか。 

事務局  特別な形でというと、なかなか難しいところもあるかと思うので、

できれば、今の委員さんそのまま継続して、私どもにご協力をいただ

いて、今、アクションプラン推進委員という地区の代表として出てき

ていただいている方については、そのままご協力をいただいて、委員

になっていただければと思っております。ただ、そこの地区の中で、

どうしてもこう交代とか、次はこの人がなるんだみたいなことがある

かと思いますので、そこは地区の中で協議をいただいて、推進するた

めの役割の人ということで、引き続きご協力をいただければと思って

います。アクションプラン推進委員という委員の名前は、多分、残ら

ないと思うのですけれども、別の形で地区別計画を推進していくとい

う役割の方ということで、ご協力をお願いできればと思っております。 

青木委員長  今、のような説明でございますが、よろしゅうございますでしょう

か。 

 スライドの一番最後のところですが、一番最後のページの星印のと

ころで、今後とも引き続き、南区地域福祉アクションプラン推進委員

（12地区地域代表）と限定して書かれているので、地区代表の人たち

だけでこの委員会を構成するという意味ではないということで、よろ

しいですか。 

事務局  そのあたりが、まだ検討しているようなところがあったものですか

ら、とりあえず今、地区別の委員の方々にというところで、今、ご提

示させていただいていたところで、このあたりはどういうにしていこ

うかというのは今考えているところです。 

青木委員長  そうすると、先ほど、局長が行ったメンバーそのままそっくりって

いうのと、また少し話が違ってきませんか。 

事務局  言葉足らずで申し訳ありません。あくまでも、地区の代表の委員さ

んということでお願いしたいのですが、今、出席をしていただいてい

る 12地区の代表の委員さんということで、今のところ、その方たちを

引き続き推進するための委員さんということでお願いしたいと考えて

いるところです。 

青木委員長  分かりました。では、この地区別の計画の推進組織が新たな形で生

まれてくるということになりますが、ご意見、ご質問等でもけっこう
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でございますが、何かございますでしょうか。 

青木委員  公募委員の青木です。また、４期以降の評価ということでの私なり

の提案です。市で策定された内容、それから南区独自といいますか、

いわゆるビジョンに合わせたような事業内容が作られていく内容にな

ってくると思うのですけれども、今までですと、結局、分野別、地域

別にしても、職員が事業の計画を行って、その計画の活動内容に、こ

ういう進捗状況というか、結果でしたよというようなことに対して、

評価をしていた内容があったと思うのですけれども、私がほかの委員

会にかかわっている状況では、評価の内容を委員の方が判定するとい

う委員会に属しているのです。内閣の支持率というか、世論調査であ

る程度評価する、評価しない、全く評価しないというような評価のも

とで、ぜひ評価の内容については、新たな４期へ向けて、委員の方か

らもジャッジしてもらって、それをまた事務局にお返して、最終的に、

これはＡです、これはＢですといったランクづけをした中で検討し

て、判定の有効性を見い出していければという感じがいたします。で

すから、自己評価ではなくて、あくまでも人の皆さんがどうであった

かということの評価ができる時間をとってもらえればという感じがい

たします。 

藤島委員  味方地区の藤島と申します。今回のこの話を聞いていて、まだ理解

に乏しくて、どのように変わっていくのか、どのように変化していく

のか、今後の時代の流れで、独居者も多いし、子どもも少なくなって

きているし、どんどん変わっていくとは思うのですけれども、やはり

いいものは残し、これはいらないのではないかというものは削られて

も当然かとは思うのですけれども、味方地区も福祉には力を入れてお

りまして、先ほど本間さんがおっしゃったように、子育てオーエンジ

ャーみなみには私も一生懸命協力しておりまして、子どもを持つ親が

安心して過ごせる地域であってほしいと思っていますし、少し流れは

変わるかもしれないけれども、残すのだということを聞いて、少しほ

っとしております。やはりいいものは残してほしいなと思っています

ので、今後も私も興味津々で協力していきたいと思っております。よ

ろしくお願いします。 

青木委員長  ありがとうございます。先ほど青木委員がおっしゃった、いわゆる

計画評価のお話なのですが、非常に大事なご指摘でした。私も腹案と

して持っているのですけれども、私は今、新潟県内、村上から上越ま

でいろいろなところにかかわらせていただく中で、先ほど青木委員が

おっしゃったとおり、こういったメンバーで１件１件、全部の事業に
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ついて、ＡからＤまでとか、よくできているとか、そうではないと

か、４段階、５段階ぐらいで１件１件評価をするようなパターンと、

行政が自己評価をしたものを二次的に委員が、それが妥当かどうかと

いう形で二次評価をするようなパターンとだいたい二つに分かれま

す。 

 ただ、今度は、いわゆる区の地域福祉計画がなくなるので、住民の

皆さんがやっている活動を住民の皆さんが評価をするというような構

図になると、なかなか難しいなという点があるのです。区民が、行政

もっとしっかりしろよといって、行政に対する評価を区民がするとい

うのは至極当然なのですが、住民がやっている活動そのものを住民が

評価をするといったときに、その活動内容をつぶさに理解、把握をし

ていないと、単純にＡだ、Ｂだ、Ｃだとなかなかつけきれない部分が

あるので、仮に評価をするのであれば、まずは自己評価をしたうえ

で、それがどの程度妥当かどうかみたいなことをみんなで意見を出し

あって、最終評価をするみたいなところがやんわりとした落ち着き方

かなと思って聞いておりました。 

 それは、今後、推進する区社協の皆さんと、評価の仕方については

検討して進めていく。ただ、客観的に物事を諮っていくうえにおいて

は、今、青木委員がおっしゃったことはすごく大事なことで、頑張っ

たことに関して、しっかりと認める、評価をするということは、活動

のモチベーションにもつながっていきますの、そこを自己評価だけで

できましたということであいまいにしておくことよりも、しっかりと

評価をつけるということは、そこは私は特に異論はございません。 

 藤島委員会からもエールをいただきました。まだまだ皆さんも多

分、今日初めて聞いた話ですので、おそらく３分の２とか、３分の１

ぐらいしか理解がないという部分があるかと思いますが、私は非常に

今日のこの会議というのは大きな決断を下したことを我々耳にしたと

いう状況だと思います。区社協にお伝えしておきたいのは、これから

地区別計画をうまく進めていくという、これはまず反対する人はいな

いのですが、ただ、先ほどオーエンジャーの話があったとおり、オー

ル南区、南区全体でやるような地域福祉活動、先ほど課長からは、計

画がなくなったからといって活動がなくならないと明言していただき

ましたが、とはいえ、やはり活動しているところをみんなに知っても

らいたいとか、評価してもらいたいという気持ちは必ず出てきますよ

ね。そうすると、これは区単独の事業ではないので、この計画の中に

入れられませんということに多分なると思うので、オール南区全体で



- 22 - 

 

何か取り組むようなものにどうやって光を当てていくかということ

を、少し考えてもらいたいと思います。それをしていかないと、コミ

協、地区社協の活動だけで地域活動計画が成り立っているわけではな

いのです。地域福祉活動計画というのは実はもっと幅が広いのです。

という話を６月 23日にさせていただきたいと思います。 

 そういうことがうまくいくのであれば、先ほど来から、残念といっ

ていますが、世の中の流れだし、市が決めたことは大きく覆ることは

ないと思って、半ば諦めではありますが、それでも各区に大きな迷惑

というか、区に変なものが残らないようにしていくためには、今度は

社協から頑張っていただかないといけないということをぜひ自覚して

いただけるとありがたく思います。 

 会議１時間 15分になりますけれども、他にご意見等はございません

でしょうか。 

池田委員  根岸コミュニティの池田と申します。最初からしっかり聞いていれ

ばよかったのですけれども、最後だけ確認させていただきたいのです

けれども、アクションプラン推進委員、市長さんから委嘱状がきて、

３年間の任期をお願いしますという制度が来年度からなくなるという

ことですか。私は今年で３年目なので、大した仕事もできないので、

盆を過ぎたら新しい、もっと若くて、どんどん地域の行事に顔を出し

ている元気なのを捕まえようと思って予定しているのですけれども、

市長からハンコをついた紙がくるようなアクションプラン推進委員が

なくなるのか、続くのか、もう１回教えてください。 

事務局  ３年前にお願いしたものについては、なくなることになるのですけ

れども、先ほど、社協さんからお話があったように、引き続き地区別

計画の進行管理の委員については各地区にお願いしたいということで

す。 

事務局  ぜひともお願いしたいと思っております。確かに、市長から委嘱さ

れたアクションプラン推進委員という立場ではなくなるのですが、社

会福祉協議会からぜひお願いして、推進するための委員さんというこ

とで、今後ともご協力をお願いしたいと思っております。 

青木委員長  そうすると、今度は日浦会長の委嘱ということになりますか。市長

の職印とか公員が押されている委嘱状とはまた別ですけれども、お願

いしたいと思います。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 いつもですと、お一人おひとりから一言ずつと思ったのですが、時

間もだいぶ経過していますが、終わりにしていいですか。仲野さん、
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何かしゃべっていただけませんか。 

仲野委員  茨曽根の仲野です。今日は黙っていようかと思ったのですけれども、

先生のお話に私はすごく共感できていて、先生の意見に私はすごく賛

成です。私の仕事としては、今、私は茨曽根の推進をやっているとい

う、この仕事をどうやって全うしていくかという、私の考え方として

はそれしかないので、私が考えているのは茨曽根のことだけです。茨

曽根をよくするために、ほかの皆さんがどのようなことをやっていら

っしゃるのかという情報を聞くための会議体としては、この推進委員

会はすごくいいなと思って、なるべく欠席しないように出席をしてい

たので、ぜひこういった会議体を残していただきたいというのが私の

意見です。 

 何らかの方法で、いろいろな地域のいろいろな行事をやって頑張っ

ていらっしゃる方の活動状況を耳にしたり、目にしたりするというこ

とは非常に大事なことだと思うし、正直、今、茨曽根地域、茨曽根ば

かりではないのですけれども、この間の新聞にも出ていましたけれど

も、今度、白南学園が令和 12年度に小学校が統合した格好で、新飯田

と茨曽根と庄瀬の３地域が統合して物事を進めていくといった、非常

に大事な時期にこの３地域はあります。 

 私も今、コミ協の副会長をやっていますので、学校の跡地利用と

か、いろいろな課題があるので、それをどのように進めていくかとい

うことで、非常に頭がいっぱいになっているのですけれども、この白

南学園の構想は、３地域がみんな集まって、いろいろな意見を出しあ

って決まった話なので、ぜひ成功させたい。それに向けて、今、私た

ちは一生懸命頑張ってやっているところですので、アクションプラン

推進委員としても、それを踏まえたうえでいろいろな事業をやってい

きたいと思っていますので、社協の皆さんにはいろいろなところでご

協力いただかなければいけないと思っていますし、市の方針が変わっ

たからといって、地域でやることが変わるわけでは絶対ないと思って

いるので、やらなきゃいけないことは絶対やるし、そこら辺の意気込

みはあるので、周りの人に何を言われようが、俺はやるべきことはや

るよと思っていますので、そういった面では、区の行政の方からのご

協力も、今後、引き続きご支援いただきたいと思っていますし、社協

の皆さんにもお世話になりますので、よろしくお願いしたいと思って

います。ほかの地域の皆さんからも、いろいろな情報をいただければ

と思っています。よろしくお願いします。 

青木委員長  ありがとうございました。最後に仲野委員から援護射撃をしていた
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だいて、ありがたかったです。記録にきちんと残しておいてください

ね。青木が言ったことを、仲野委員はきちんと追認したということ

で、しっかりと明記して福祉総務課に伝えていただきたいと思いま

す。 

 では、もうすぐ１時間半になろうとしていますが、最後にひとこと

ございますか。よろしいですか。 

 では、本日予定していた議事がすべて終了いたしましたので、特に

ないようでしたら、皆さんのご協力のおかげで、円滑に進行ができま

したことに感謝をして、事務局に進行をお返ししたいと思います。 

司 会 青木委員長、ありがとうございました。本日はさまざまなご意見あり

がとうございます。頂いた貴重なご意見は、８区、本課のほうと共有

させていただきまして、今後の市の計画の策定の参考にさせていただ

きたいと思っております。本当にありがとうございます。 

 続いて、次第４「連絡事項」でございます。次回の会議の開催は８

月ごろを予定しております。時期が近づきましたら改めてご案内させ

ていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、本日は以上となります。長時間にわたりまして、ありが

とうございました。気をつけてお帰りください。 

 


